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平成２６年度

第２４回大分県教育委員会

【議 事】

（１）議 案

第１号議案 教育職員免許状の更新等に関する規則の一部改正について

第２号議案 大分県立学校管理規則の一部改正について

（２）報 告

①平成２７年第１回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

②「『目標達成に向けた組織的な授業改善』推進手引き」について

（３）協 議

①大分県教育委員会行政組織規則の一部改正について

（４）その他
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【内 容】

１ 出席者

委 員 委員長 松 田 順 子

委員長職務代理者 首 藤 照 美

委員 林 浩 昭

委員 岩 崎 哲 朗

委員 高 橋 幹 雄

教育長 野 中 信 孝

欠席委員なし

事務局 理事兼教育次長 河 野 盛 次

教育次長 落 合 弘

教育次長 大 城 久 武

教育改革・企画課長 佐 野 壽 則

教育人事課長 藤 本 哲 弘

教育財務課長 岡 田 雄

福利課長 大 石 尚 志

義務教育課長 後 藤 榮 一

生徒指導推進室長 江 藤 義

特別支援教育課長 後 藤 みゆき

高校教育課長 髙 畑 一 郎

社会教育課長 曽根﨑 靖

人権・同和教育課長 甲 斐 順 治

文化課長 山 口 博 文

体育保健課長 蓑 田 智 通

教育改革・企画課主幹 勝 尾 裕 美

教育改革・企画課主査 石 丸 一 輝

２ 傍聴人 ３ 名
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開会・点呼

（松田委員長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

ただいまから平成２６年度 第２４回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（松田委員長）

本日の会議録の署名委員でございますが、首藤職務代理者にお願いし

たいと思います。

会期の決定

（松田委員長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりであります。

会議の終了は１３時４０分を予定しています。

よろしくお願いします。

議 事

（松田委員長）

はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議

を公開しないことについてお諮りします。

協議については、人事に関する案件ですので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第１３条第６項ただし書の規定により、これを公開

しないことについて、委員の皆さんにお諮りいたします。

公開しないことに賛成の委員は挙手をお願いします。
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（採 決）

それでは、協議については、非公開といたします。

本日の議事進行は、はじめに公開による議事を行い、次に非公開によ

る議事を行います。

【議 案】

第１号議案 教育職員免許状の更新等に関する規則の一部改正について

（松田委員長）

それでは、第１号議案「教育職員免許状の更新等に関する規則の一部

改正について」提案を求めます。

（野中教育長）

「教育職員免許状の更新等に関する規則の一部改正について」説明い

たします。４ページの「提案理由」をご覧ください。

今回の規則改正は、文部科学省令である教育職員免許法施行規則等が

一部改正され、幼保連携型認定こども園の創設に係る所要の改正が行わ

れたことに伴い、教育職員免許状の更新等に関する規則に規定している

免許状更新講習受講対象者等、及び関係様式の改正を行うものです。

内容につきましては、担当課長から説明します。

ご審議の程、よろしくお願いします。

（藤本教育人事課長）

「教育職員免許状の更新等に関する規則の一部改正について」説明い

たします。議案書７ページの一部改正の概要の「１」改正理由及び内容

をご覧ください。

今回の規則改正に到る経緯から説明します。「（１）」に記載しており

ますとおり、幼保連携型認定こども園の創設に伴い、保育教諭の職に必

要となる幼稚園教諭免許状に関する規則改正が続いています。本県では、

平成２６年２月２５日の教育委員会会議において幼稚園免許特例に係る

規則改正の審議をいただき、４月１日に施行、今日に至っております。

また、本年度９月に文部科学省令である教育職員免許法施行規則の一

部改正が行われ、幼保連携型認定こども園に関係する規定の整備として、

主に免許更新に関係する部分の整備がなされました。加えて、今年の１

月に、子ども・子育て支援法の施行日が平成２７年４月１日として公布
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されたところです。

「（２）」に、本年度９月の省令改正の内容を記載しておりますが、「③」

に関する改正の内容のうち、今回の規則改正に関するものを破線四角に

まとめています。内容といたしましては、幼保連携型認定こども園を設

置する法人についての追加が行われたものです。この省令改正に基づき、

各都道府県教育委員会では、免許更新を受けられる者、免許更新の義務

を課する者、受講免除対象者や申請書類について規定している関係規則

の一部改正が必要となります。

８ページに記載しておりますとおり、本県では、教育職員免許状の更

新等に関する規則の一部改正が必要となり、四角内の「ア①」から「③」

のとおり、幼保連携型認定こども園を設置する法人の理事を、「免許更

新講習を受講できる者」、「受講義務を課する者」、「受講免除対象者等」

に加えるよう改正を行うものです。すでに、同規則に県内学校法人の理

事については定めており、それに認定こども園を設置する学校法人の理

事も含める改正をし、さらに、それと並ぶ形で県内社会福祉法人の理事

を加える改正となります。

併せて四角内「イ」で示しましたように、免除対象者の申請に関する

様式も改正が必要となります。資料として９ページに、「●」で規則改

正を行う箇所を示しています。

以上、いずれの改正も、国の法施行規則に準じて行うものです。施行

期日につきましては、平成２７年４月１日としています。

ご審議の程、よろしくお願いします。

（松田委員長）

ただ今、提案のありました議案について、審議を行います。質疑・意

見等のある方はお願いします。

（松田委員長）

質疑・ご意見等はありませんか。

（松田委員長）

ないようですので、ただ今、提案のありました第１号議案の承認につ

いて、お諮りいたします。第１号議案について、承認される委員は挙手

をお願いします。

（採 決）

（松田委員長）

第１号議案については、提案どおり承認します。
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第２号議案 大分県立学校管理規則の一部改正について

（松田委員長）

それでは、第２号議案「大分県立学校管理規則の一部改正について」

提案を求めます。

（野中教育長）

第２号議案「大分県立学校管理規則の一部改正について」説明いたし

ます。

今回の規則改正は、県立図書館と県立学校の司書に係る補職名が異な

るため、その補職名を統一するものです。

詳細は担当課長から説明いたします。

ご審議の程、よろしくお願いいたします。

（藤本教育人事課長）

第２号議案「大分県立学校管理規則の一部改正について」説明いた

します。

本県では、平成２４年度以前は、県立学校と県立図書館の司書をそれ

ぞれ別に採用していましたが、平成２５年度の採用から県立学校及び県

立図書館の司書の採用を一本化して行っています。現在のところ、採用

時は県立図書館に配置し、その後、県立学校への異動を基本として考え

ていますが、同じ職級でありながら、県立図書館と県立学校の補職名が

異なっている状況です。

今後、県立学校と県立図書館との人事異動を通じて、さらに人材育成

を行っていくため、司書等の補職名について、統一したいと考えていま

す。具体的には、「主任学校司書」を「主幹司書」に、「学校司書」を「主

任司書」に、「学校司書補」を「司書」に改めるものです。

なお、施行期日は、平成２７年４月１日としています。

ご審議の程、よろしくお願いします。

（松田委員長）

ただ今、提案のありました議案について、審議を行います。質疑・意

見等のある方はお願いします。

（松田委員長）

学校司書と司書の資格は違うものですか。

（藤本教育人事課長）

同じものです。
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（松田委員長）

他に、質疑・ご意見等はありませんか。

（松田委員長）

では、ただ今、提案のありました第２号議案の承認について、お諮り

いたします。第２号議案について、承認される委員は挙手をお願いしま

す。

（採 決）

（松田委員長）

第２号議案については、提案どおり承認します。

【報 告】

①平成２７年第１回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

（松田委員長）

それでは、報告第１号「平成２７年第１回定例県議会議案に対する教

育委員会の意見について」報告をしてください。

（野中教育長）

報告第１号について、説明いたします。資料３ページをご覧ください。

平成２７年第１回定例県議会に上程された追加議案のうち、教育委員

会関係分として、中程の議案名にある「平成２６年度大分県一般会計補

正予算（第５号）関係部分」及び「訴えの提起について」につきまして、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、知事

から教育委員会の意見を求められました。

本来なら知事への回答にあたり、教育委員会で議決していただくとこ

ろですが、日程の都合上、協議できませんでしたので、大分県教育委員

会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規

則第３条第１項に基づき、教育長が臨時代理として処分しました。

報告書２ページのとおり、原案のとおり議会に提出することについて

異議のない旨回答しましたので、同条第２項に基づき、本委員会に報告

いたします。

各議案の内容等につきましては、担当課長から説明いたしますので、

よろしくお願いします。
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（岡田教育財務課長）

報告書４ページの第５０号議案「平成２６年度大分県一般会計補正予

算（第５号）関係部分」について、説明いたします。資料４３ページを

ご覧ください。

表の下から３段目、２重線で囲んでおりますが、補正予算計上額は、

右から２列目の「補正予算額」の欄にございますとおり、４，８１７万

４千円の減額です。この結果、補正後の予算総額は、その右の欄にあり

ますように、１，１２２億１，６３１万１千円となります。

主な補正事業については、４４ページの「平成２６年度一般会計３月

補正予算案の概要」で説明いたしますので、そちらをご覧ください。

まず、１番の「高等学校施設整備事業」、１億２，００４万３千円の

減額です。これは、日田林工高校の実習棟に係る大規模改造工事などに

ついて、入札残が生じたことによるものです。

次に、２番の「文化財発掘受託事業費」、８，９９９万２千円の減額

です。これは、国等から委託を受けて実施する埋蔵文化財発掘調査にお

いて、高速道路等の建設事業の進捗状況により受託額が固まったので、

所要の補正を行うものです。

最後に、３番の「県立学校施設災害復旧事業」、４３４万６千円の増

額です。これは、昨年３月に伊予灘で発生した地震により被災した、佐

伯鶴城高校の体育館の復旧に要した経費です。

以上でございます。

（藤本教育人事課長）

第６３号議案「訴えの提起について」説明いたします。資料４２ペー

ジをご覧ください。

「一 当事者」につきまして、控訴人は大分県、被控訴人は記載のと

おりです。「二 事件名」にありますとおり、本議案は国家賠償請求控

訴事件に係るものです。「三 事件の概要」、「四 控訴の趣旨」、「五

訴訟遂行の方針」にありますとおり、去る２月２３日大分地方裁判所に

おいて、大分県が原告に対し、国家賠償法に基づき損害賠償を支払えと

の判決がありましたが、福岡高等裁判所に控訴し、原判決中、控訴人の

敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求を棄却することを求めるものです。

４５ページから４７ページの資料で議会説明を行いました。

この損害賠償については、去る３月２日の教育委員会会議で控訴の決

定をいただいた教員採用取消処分の取消を前提としたものです。この点

などについても、県議会において説明を行いました。本議案は３月６日

に県議会本会議において可決されたことから、先に教育委員会で決定し

た取消処分の取消に係るものと併せ、控訴期限である３月９日に控訴の

手続きを行ったところです。

以上でございます。
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（松田委員長）

何か質問・ご意見等はありませんか。

（岩崎委員）

訴えの提起については、議員からどんな質問等があり、また、議会で

どのような議論がなされたのか、教えてください。

（野中教育長）

３月５日に、共産党と県民クラブの県議会議員から質疑が出されまし

た。また、同日開催された文教警察委員会においても、議論されました。

その中で、採用取消処分は、本人が全く関わっていないという点から、

裁判所の判断は妥当ではないかといった意見等が出されました。また、

県は調査を尽くしていないというご意見もありました。その２点が多く

出されたように思います。

私からは、判決には、採用試験の根幹に関わる問題があることや、当

時、強制力のない行政機関として、権限の及ぶ範囲で可能な限りの調査

を行ったことなどについて説明しました。詳細につきましては、次回の

教育委員会会議で報告いたします。議案につきましては、最終的には、

賛成２３、反対１１で可決されました。

②「『目標達成に向けた組織的な授業改善』推進手引き」について

（松田委員長）

それでは、報告第２号「『目標達成に向けた組織的な授業改善』推進

手引きについて」報告をしてください。

（佐野教育改革・企画課長）

「『目標達成に向けた組織的な授業改善』推進手引きについて」報告

いたします。

平成２６年１１月１８日に「子どもの力と意欲の向上に向けた『芯の

通った学校組織』活用推進プラン」を策定し、その中で、「目標達成に

向けた組織的な授業改善」を図るための手引きを平成２６年度中に作成

の上、各学校に周知することとしています。これを踏まえ、「『目標達成

に向けた組織的な授業改善』推進手引き」を作成いたしました。

手引きの１ページをお開きください。まず、学校の授業改善の現状と

課題についてですが、小学校、中学校、特別支援学校では、学校全体で

進める授業改善として、「校内研究」が行われています。その実施状況

は、小学校・特別支援学校で月に２・３回程度、中学校で月１回程度で、

１回の所要時間は１時間程度です。テーマは思考力・判断力・表現力等
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の育成やコミュニケーション能力の向上などとなっています。校内研究

の課題として、全教員の参加の下、多くの時間をかけて行っているもの

の、それに見合うだけの教員の指導力向上や、さらには、児童生徒の確

実な変容につながっているのかという点があり、改めて検証・改善して

いく必要があると考えています。

２ページの中程に示していますように、小・中学校では、「研究テー

マが、学校の重点目標と十分関連付けられていない。」、「研究テーマが、

抽象的・観念的で、具体的な達成目標や検証方法が設定されないまま取

組が進められている。」といった問題はないだろうか。高等学校では、「授

業改善の成果や課題を客観的に分析できていない。」といった問題はな

いだろうか。特別支援学校では、「個別の指導計画」で設定する一人一

人の指導目標の達成に向け、授業を展開しているが、「児童生徒の状況

が多様な中で、組織的に授業改善を進める必要性を感じていないことが

ある。」といった問題はないだろうか、としています。こういった問題

意識に立って、本推進手引きは、小・中学校、高等学校、特別支援学校、

全てにおいて「目標達成に向けた組織的な授業改善」が進むよう「マネ

ジメントサイクルを取り入れた授業改善」を提案するものです。

４ページをお開きください。「目標達成に向けた組織的な授業改善」

には大きく２本の柱があります。１つ目は、授業改善にマネジメントサ

イクルを取り入れること。２つ目は、管理職がリーダーシップ・マネジ

メントシップを発揮し、授業改善を組織的に進めることです。

５ページをご覧ください。「目標達成に向けた組織的な授業改善」で

は、授業改善の５点セットを提案しています。学校の重点目標に沿った

「授業改善テーマ」を掲げ、ブレイクダウンする形で「授業改善の重点」

を決め、具体的に何に取り組むのかを「取組内容」、「取組指標」として

設定しています。そして、その取組による実際の変容はどうなのかとい

う検証指標を定めます。こういった提案となっています。

１２ページをお開きください。「目標達成に向けた組織的な授業改善」

を進めるための「授業改善計画のイメージ」です。授業改善テーマに沿

った授業改善を実践した上で、教員同士での研究協議や研究授業を行い、

管理職は授業観察をしっかりと行い、計画的に授業改善を行っていく必

要があります。

１３ページをご覧ください。「授業改善の体制作り」についてです。

校長は、学校の教育目標及び重点目標を示し、授業改善のための組織づ

くりを決定し、授業改善の５点セット及び授業改善計画に基づき、適切

な指導・助言を行う必要があります。管理職のリーダーシップのもと、

教務主任や研究主任が連携を図り授業改善を推進していく体制を整える

ことが必要です。

１４ページからは具体的な授業改善の留意事項を示しています。

２８ページをお開きください。本推進手引きをまとめた上で、その中
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で求められる授業像は何かを示しています。今後、本推進手引きを活用

しながら、一層の授業改善を進めることが期待されますが、その際、追

求すべき授業像はどのようなものであるかを、ここで明らかにしておき

たいと思います現在、国では、次期学習指導要領の改訂に向け、新しい時

代に必要となる資質・能力を明確にし、課題の発見と解決に向けた主体

的・協働的な学びを実現する教育課程の改善が目指されています。また、

平成３２年度（２０２０年度）には、「思考力・判断力・表現力等」を

中心に評価する大学入試改革が予定されています。こうした改善が進め

られる中でも、学校教育法に明記されているように、「基礎的・基本的な

知識・技能」と「知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思

考力・判断力・表現力等」の両方を育成する必要があることには変わりが

ありません。このような認識のもと、本県において小・中・高・特別支

援を通じて目指す授業像は、「付けたい力を意識した密度の濃い授業」

だと考えます。すなわち、知識・技能と思考力・判断力・表現力の双方

が育成されるよう、教科等の特性に応じた「付けたい力」を毎時間明確

に意識し、知識・技能を定着させる学習と思考力・判断力・表現力を伸

ばす活動の両方をテンポ良く組み込んだ「密度の濃い授業」を積み重ね

ることで、児童生徒の確かな力を育成することが必要です。また、高等

学校についても、このような授業の在り方を具体化した「授業改善推進

プラン」を現在作成しているところであり、特別支援学校では、「個別

の指導計画」を策定・実施する中で、このような授業像の実現が求めら

れます。今後、授業改善を着実に進め、児童生徒に未来を切り拓く力と

意欲を身に付けさせられるよう、本手引きを参考に、各学校における「目

標達成に向けた組織的な授業改善」が推進されることを期待する、とし

ています。

以上でございます。

（松田委員長）

何か質問・ご意見等はありませんか。

（林委員）

１ページから２ページの部分について、校内研究はだいぶ変わってき

ていると思いますが、どのように見ていますか。この資料では、あまり

進んでいないという印象を受けますが、私は改善が進んでいると思って

います。いかがでしょうか。

（後藤義務教育課長）

「芯の通った学校組織」を進める上で、また、学力向上の取組をお願

いする中で、先生方の授業改善は随分進んできたと考えています。しか

しながら、全国学力・学習状況調査にもあるように、中学校では、国語
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や数学の教科の先生方が原動力になっている面もあります。他の教科の

先生を含め、組織的に授業を変えなければならないという課題はありま

すし、また、全ての教員が与えられた職務を遂行するためにも、授業改

善に積極的に取り組むような後押しをしなければなりません。中学校で

は、教科担任制のため、教科１人１人の認識が合わないこともあります

ので、組織的に授業を改善する学校づくりを進めることは必要だと考え

ています。

（林委員）

授業改善、校内研究は進みつつあるけれども、もっと上を目指してほ

しいという意味ですね。

（高橋委員）

将来的に、大学入試制度が変わったり、企業の採用試験が変化したり

すると思いますが、その対応のために授業改善を行うということでしょ

うか。

（佐野教育改革・企画課長）

大学入試については、平成３２年に大学入試センター試験が廃止され、

新しい入試制度が開始される予定です。現在はマークシートですが、今

後は論述も入ってくると思います。知識に加えて、思考力・判断力・表

現力といったところが評価されるという方向性が明らかになりつつあり

ます。他方、それらを育成するためには、授業で与えられた知識、ある

いは、自分で得た知識を使って、活動することに随時取り組む必要があ

ります。そういった点から考えると、全国的な課題でもありますが、中

学校や高校では、思考力・判断力・表現力を育成する授業展開はまだ十

分でないのではないかと考えています。また、学校の中で、授業改善を

進めていくためには、先生同士が高め合っていく取組が必要だと思って

います。ご質問にあったように、平成３２年の大学入試改革といったこ

とを見据えながら、思考力・判断力・表現力を高めるような指導力を、

教員同士で身につけて高め合う方策として、提案させていただいていま

す。

（松田委員長）

国際的に比較しても、日本人は表現力が弱いと聞きます。聞く側、教

える側に分かれている授業形態を変えることも非常に大切だと思います

し、思考力・判断力・表現力を養う授業内容や教材研究も必要だと思い

ます。

（首藤職務代理者）
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高等学校についてですが、進学校と専門高校では、授業の方法は違う

のではないかと思いますが、思考力・判断力・表現力を養うために、ど

のような指導しようと考えているのでしょうか。また、特別支援学校で

は、個別の指導計画を作成・実施するようになっていると思いますが、

現状はどのようになっているか、教えてください。

（髙畑高校教育課長）

学習指導要領にあるように、知識技能の定着と、思考力・判断力・表

現力の育成は、どの教科、どの学校でもやらなければなりません。高校

の場合は、様々な学科がありますので、それぞれの高校で実態は異なっ

ています。知識技能をしっかり定着させることに重点を置いている学校

もあれば、思考力・判断力・表現力に重点をおいている学校もあります。

進学校、専門高校に関わらず、学校の実態に応じて、この手引きを踏ま

え、組織的に授業改善をやっていきたいと考えています。

（後藤特別支援教育課長）

特別支援学校の個別の指導計画につきましては、平成２４年度までは、

計画に盛り込む内容や様式は各学校に任せていましたが、各学校にばら

つきがあり、また、保護者の方からご不満もいただきましたので、平成

２５年度から、個別の指導計画に盛り込む視点・評価の有無等を県教育

委員会から通知し、一定の質を担保する形にしました。併せて、各学校

への学校訪問を通じて、個別の指導計画と授業を照らし合わせ、改善し

ていくように年２回の指導を行い、およそ質がそろってきた、という状

況です。

（首藤職務代理者）

個別の指導計画は、どの特別支援学校でも作っているということです

ね。では、特別支援学級では、どうでしょうか。

（後藤特別支援教育課長）

特別支援学級では、個別の指導計画の作成は努力義務になっています

が、保護者の方も作成を求めていますので、特別支援学級でも個別の指

導計画を作成をお願いしています。現在、特別支援教育課では、合理的

配慮の研究を進めていますので、盛り込む視点や記述の方法を提案し、

各市町村教育委員会へお知らせしているところです。

（松田委員長）

「芯の通った学校組織」を活用して、その学校の弱い部分や伸ばした

い部分から目標設定をしていただきたいと思います。
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（松田委員長）

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、

公開でその他、何かございませんか。

ないようですので、先に非公開と決定しました案件の議事を行います。

関係課室長のみ在室とし、その他の課室長及び傍聴人は退出してくださ

い。

（関係課以外及び傍聴人退出）

【協 議】

①大分県教育委員会行政組織規則の一部改正について

（松田委員長）

それでは、協議の①「大分県教育委員会行政組織規則の一部改正につ

いて」協議を行います。

（説 明）

（松田委員長）

何かご質問・ご意見等はございませんか。

（質疑・意見等）

（松田委員長）

提案のあった方向で進めていただきたいと思います。

（松田委員長）

最後にこの際、何かありましたら、お願いします。

ないようですので、これで平成２６年度第２４回教育委員会会議を閉

会します。

お疲れ様でした。
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「『目標達成に向けた組織的な授業改善』推進手引き」について
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①大分県教育委員会行政組織規則の一部改正について

（４）その他

４ 閉 会
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（昭
和
2
4
年
法
律
第
2
7
0
号

）第
３

条
に
規
定
す
る
学
校
法
人

（い
ず
れ
も
幼
稚
園

、小
学
校

、中
学
校

、高
等
学
校

、中
等
教
育
学
校

、特
別
支
援
学
校
又
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育

、保
育
等
の
総

合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
1
8
年
法
律
第
7
7
号

）第
２
条
第
７
項
に
規

に
改
め
、

定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

（以
下

「

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

」と
い

う

。

）を
設
置
す
る
も
の
に
限
る

。

）若
し
く
は
社
会
福
祉
法

（昭
和
2
6
年
法
律
第
4
5

号
第
2
2
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人

（幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
も

の
に
限
る

。

）の
役
員
若
し
く
は
職
員
で

、前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
免

許
管
理
者
が
定
め
る
者

」

同
様
式
の(

裏
面)

中

「

校
長
の
証
明

公
立
学
校

※
校
長
本
人
の
場
合
は
教
育
委
員
会

校
長

、副
校
長

、教
頭

、主
幹
教
諭
又
は
指
導
教
諭

校
長
の
証
明

国
立
学
校

を

（2
0
年
改
正
省
令
附
則
第
1
0

※
校
長
本
人
の
場
合
は
法
人
の
長

条
第
１
項
第
１
号

）

校
長
の
証
明

私
立
学
校

※
校
長
本
人
の
場
合
は
法
人
の
長

｣

、
、

、
、

、

、
、

、
、

、
、

、

、

、
、

、

［第１号議案］
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「

校
長
の
証
明

公
立
学
校

校
長

、副
校
長

、教
頭

、主
※
校
長
本
人
の
場
合
は
教
育
委
員
会

幹
教
諭

（幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
の
主
幹
養
護
教
諭

校
長
の
証
明

国
立
学
校

及
び
主
幹
栄
養
教
諭
を
含

※
校
長
本
人
の
場
合
は
法
人
の
長

む

。

）

、指
導
教
諭

、主
幹

に
改
め
る
。

保
育
教
諭
又
は
指
導
保
育
教

校
長
の
証
明

私
立
学
校

諭
※
校
長
本
人
の
場
合
は
法
人
の
長

（2
0
年
改
正
省
令
附
則
第
1
0

条
第
１
項
第
１
号

）

幼
保
連
携

園
長
の
証
明

型
認
定
こ

※
園
長
本
人
の
場
合
は
法
人
の
長

ど
も
園

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
免

許
状
更
新
講
習
を
受
講
で
き
る
者
、
同
講
習
の
受
講
義
務
を
課
す
る
者
等
と
し
て
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
を
設
置
す
る
法
人
の
理
事
で
、
教
育
職
員
と
し
て
任
命
等
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
を
加
え
た
い
の

で
提
案
す
る
。

、
、

、

、
、

［第１号議案］
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教
育
職
員
免
許
状
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
新
旧
対
照
表
（
案
）

新

旧

第
一
条
（
略
）

第
一
条
（
略
）

（
免
許
状
更
新
講
習
を
受
講
で
き
る
者
）

（
免
許
状
更
新
講
習
を
受
講
で
き
る
者
）

第
二
条

免
許
状
更
新
講
習
規
則(
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
。
以
下
「
更
新
講
習
規
則
」
と
い

第
二
条

免
許
状
更
新
講
習
規
則(

平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
。
以
下
「
更
新
講
習
規
則
」
と
い

う
。)

第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
大
分
県
内
の
公
立
学
校(

以
下
「
県
内
公

う
。)

第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
大
分
県
内
の
公
立
学
校(

以
下
「
県
内
公

立
学
校
」
と
い
う
。)

の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に

立
学
校
」
と
い
う
。)

の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に

応
じ
、
県
教
育
委
員
会
又
は
市
町
村
教
育
委
員
会(

以
下
「
県
教
育
委
員
会
等
」
と
い
う
。)

の
職
員
と
し

応
じ
、
県
教
育
委
員
会
又
は
市
町
村
教
育
委
員
会(

以
下
「
県
教
育
委
員
会
等
」
と
い
う
。)

の
職
員
と
し

て
在
職
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

て
在
職
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

一

学
校
教
育
若
し
く
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
又
は
教
育
職
員
の
人
事
管
理
若
し
く

一

学
校
教
育
若
し
く
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
又
は
教
育
職
員
の
人
事
管
理
若
し
く

は
研
修
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職

は
研
修
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職

二

前
号
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
同
号
に
掲
げ
る
職
に
準
ず
る
職
と
し
て
大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

二

前
号
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
同
号
に
掲
げ
る
職
に
準
ず
る
職
と
し
て
大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

(

以
下
「
県
教
育
長
」
と
い
う
。)

が
別
に
定
め
る
職

(

以
下
「
県
教
育
長
」
と
い
う
。)

が
別
に
定
め
る
職

２

更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

２

更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

県
内
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応

一

県
内
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応

じ
、
大
分
県
に
お
い
て
学
校
教
育
に
係
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

じ
、
大
分
県
に
お
い
て
学
校
教
育
に
係
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

二

大
分
県
内
の
学
校
法
人(

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援

二

大
分
県
内
の
学
校
法
人(

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支

学
校
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
県
内
学
校
法
人
」
と
い

援
学
校
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
県
内
学
校
法
人
」
と
い
う
。)

の
理
事
で
、
教
育
職
員
と

う
。)

の
理
事
で
、
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者

し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者

三

大
分
県
内
の
社
会
福
祉
法
人
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
県

（
挿
入
）

内
社
会
福
祉
法
人
」
と
い
う
。
）
の
理
事
で
、
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
た
こ
と

の
あ
る
者

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
三
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る

者

者

（
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
義
務
を
課
す
る
者)

（
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
義
務
を
課
す
る
者)

第
三
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令(

平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号
。

第
三
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令(

平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号
。

以
下
「
平
成
二
十
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。)

附
則
第
三
条
第
二
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
県

以
下
「
平
成
二
十
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。)

附
則
第
三
条
第
二
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
県

内
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
、
県

内
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
、
県

教
育
委
員
会
等
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

教
育
委
員
会
等
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

一

学
校
教
育
若
し
く
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
又
は
教
育
職
員
の
人
事
管
理
若
し
く

一

学
校
教
育
若
し
く
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
又
は
教
育
職
員
の
人
事
管
理
若
し
く

は
研
修
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職

は
研
修
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職

二

前
号
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
同
号
に
掲
げ
る
職
に
準
ず
る
職
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
職

二

前
号
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
同
号
に
掲
げ
る
職
に
準
ず
る
職
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
職

２

平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
三
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す

２

平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
三
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

る
。

［第１号議案］
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一

県
内
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応

一

県
内
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応

じ
、
大
分
県
に
お
い
て
学
校
教
育
に
係
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

じ
、
大
分
県
に
お
い
て
学
校
教
育
に
係
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

二

県
内
学
校
法
人
又
は
県
内
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
で
、
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ

二

県
内
学
校
法
人
の
理
事
で
、
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者

れ
た
こ
と
の
あ
る
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る

者

者

（
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
免
除
対
象
者
等)

（
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
免
除
対
象
者
等)

第
四
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
。
以
下
「
免
許
法
施
行
規

第
四
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
。
以
下
「
免
許
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。)

第
六
十
一
条
の
四
第
二
号
及
び
平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の

則
」
と
い
う
。)

第
六
十
一
条
の
四
第
二
号
及
び
平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
県
内
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
あ

規
定
に
よ
り
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
県
内
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
あ

る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
、
県
教
育
委
員
会
等
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
る
者
で
あ
っ

る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
、
県
教
育
委
員
会
等
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
る
者
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

て
、
次
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

一

学
校
教
育
若
し
く
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
又
は
教
育
職
員
の
人
事
管
理
若
し
く

一

学
校
教
育
若
し
く
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
又
は
教
育
職
員
の
人
事
管
理
若
し
く

は
研
修
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職

は
研
修
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職

二

前
号
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
同
号
に
掲
げ
る
職
に
準
ず
る
職
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
職

二

前
号
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
同
号
に
掲
げ
る
職
に
準
ず
る
職
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
職

２

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
四
号
及
び
平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
四
号

２

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
四
号
及
び
平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
四
号

の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

県
内
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応

一

県
内
公
立
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応

じ
、
大
分
県
に
お
い
て
学
校
教
育
に
係
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

じ
、
大
分
県
に
お
い
て
学
校
教
育
に
係
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

二

県
内
学
校
法
人
又
は
県
内
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
で
、
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ

二

県
内
学
校
法
人
の
理
事
で
、
教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者

れ
た
こ
と
の
あ
る
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る

者

者

３

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
五
号
及
び
平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
五
号

３

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
五
号
及
び
平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
り
免
許
管
理
者
が
指
定
す
る
表
彰
は
、
文
部
科
学
大
臣
、
県
教
育
委
員
会
又
は
私
立
学
校
団

の
規
定
に
よ
り
免
許
管
理
者
が
指
定
す
る
表
彰
は
、
文
部
科
学
大
臣
、
県
教
育
委
員
会
又
は
私
立
学
校
団

体
が
行
う
表
彰
の
う
ち
、
各
教
科
の
指
導
法
又
は
生
徒
指
導
そ
の
他
そ
の
者
の
有
す
る
免
許
状
に
関
係
す

体
が
行
う
表
彰
の
う
ち
、
各
教
科
の
指
導
法
又
は
生
徒
指
導
そ
の
他
そ
の
者
の
有
す
る
免
許
状
に
関
係
す

る
知
識
技
能
に
関
す
る
功
績
が
特
に
顕
著
で
あ
る
者
に
対
す
る
表
彰
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が
認
め
る
も

る
知
識
技
能
に
関
す
る
功
績
が
特
に
顕
著
で
あ
る
者
に
対
す
る
表
彰
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が
認
め
る
も

の
で
あ
っ
て
、
当
該
表
彰
を
受
け
た
日
が
免
許
状
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
又
は
修
了
確
認
期
限
ま
で
の

の
で
あ
っ
て
、
当
該
表
彰
を
受
け
た
日
が
免
許
状
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
又
は
修
了
確
認
期
限
ま
で
の

十
年
の
期
間
内
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

十
年
の
期
間
内
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
〜
第
十
一
条
（
略
）

第
五
条
〜
第
十
一
条
（
略
）

［第１号議案］
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「教育職員免許状の更新等に関する規則」の一部改正の概要

１ 「教育職員免許状の更新等に関する規則」の改正理由及び内容

（１）改正に至る経緯

平成２４年８月 子ども・子育て支援法等の制定により幼保連携型認定こども園が創設される

・幼保連携子ども園の職員として保育教諭等を置くこと

・保育教諭は幼稚園教諭免許及び保育士資格が必要であること

・施行から５年間を特例期間とし、上記何れかの免許又は資格があれば保

育教諭として勤務できる経過措置を設けること

・経過措置期間中に幼稚園免許、保育士資格取得のための特例制度を設け

免許・資格の併有を促進すること等が定められた

※但し、子ども・子育て支援法の施行日は別に定めることとされ推移していたもの

平成２５年８月 教育職員免許法施行規則の一部改正

・幼稚園免許特例による免許の授与に関する法整備が行われたもの

⇒H26.2.25開催の委員会において県規則改正の審議を実施しH26.4.1規則

改正済。これにより幼稚園免許特例での免許申請が可能となったもの

平成２６年９月 教育職員免許法施行規則等の一部改正（以下で詳細説明）

・幼保連携型認定こども園に係る規定整備が行われ、免許更新に関する部

分の改正が行われたもの

平成２７年１月 子ども・子育て支援法施行日公布（平成２７年４月１日施行）

（２）平成２６年９月省令改正の概要

①｢大学院段階の教員養成の改革と充実等について｣における提言内容を踏まえた改正

②免許状更新講習の改善に関する改正

③幼保連携型認定こども園制度開始に伴う改正

①については大学に関する改正内容であり、②については免許更新講習の内容に関する

改正ではあるが施行日が平成28年4月1日であり今回の県規則改正では扱わないと判断し

たもの｡③は幼保連携型認定こども園創設に伴う規定整備が行われたもので施行日は平成

27年4月1日となるもの。以下が今回の県規則に関係する③の内容となる。

以下のア～ウにおいて、

幼保連携型認定こども園制度開始に伴い、幼保連携型認定こども園を設置する

「社会福祉法人又は学校法人の役員若しくは職員で…(前項に)準ずる者として免

許管理者が定める者」が加えられている。

ア 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「免許法施行規則」とい

う。)

・第６１条の４第４号(免許状更新講習の受講免除対象者[新免許状所有者])

イ 免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号。以下「平成

20年改正省令」という。)

・附則第３条第３号（免許状更新講習の受講義務を課する者[旧免許状所有者]）

・附則第１０条第１項第４号(附則第３条第３項改正による)（免許状更新講習の

受講免除対象者[旧免許状所有者])

ウ 免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号。以下「更新講習規則」とい

う。)

・第９条第１項第１号及び第３号（免許状更新講習を受講できる者）

［第１号議案］
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（３）「教育職員免許状の更新等に関する規則」の概要

免許管理者である大分県教育委員会では、免許法、免許法施行規則、更新講習規則等

に基づき、県免許更新規則において、免許状更新講習を受講できる者（第２条）、免許

状更新講習の受講義務を課する者（第３条）、免許状更新講習の免除対象者（第４条）

について、更新講習規則等で「免許管理者が定める者」と規定されている事項を定める

とともに、免許更新に係る申請手続（第５条～第１１条）について定めている。

このことにより以下の改正を行うもの (新旧対象表及び別紙①参照)

ア① 免許状更新講習を受講できる者（第２条第２項関係）

・第２号（大分県内の学校法人に係る定義規定）中「又は特別支援学校」を「、特

別支援学校又は幼保連携型認定こども園」に改める。

・〔更新講習規則第９条第１項第３号の規定に基づき〕

第３号として

「大分県内の社会福祉法人（幼保連携型認定こども園を設置する者に限る。以下

「県内社会福祉法人」という。）の理事で、教育職員として任命され、又は雇用

されたことのある者」を加える。

② 免許状更新講習の受講義務を課する者（第３条第２項第２号関係）

〔平成20年改正省令附則第３条第３号の規定に基づき〕

第２号中「県内学校法人」の下に「県内社会福祉法人」を加える。

③ 免許状更新講習の受講免除対象者（第４条第２項第２号関係）

〔免許法施行規則第６１条の４第４号及び平成20年改正省令附則第１０条第１項

第４号に基づき〕

第２号中「県内学校法人」の下に「県内社会福祉法人」を加える。

イ 免許状更新講習の受講免除に関する証明書(第３号様式及び第１１号様式)につい

て、免許法施行規則第６１条の４及び平成20年改正省令附則第１０条第１項の改正

伴い、所要の改正を行う。

２ 施行期日

平成２７年４月１日（子ども・子育て支援法の施行の日）から施行する。

３ その他

なお、今回の更新講習規則の一部改正により、免許状更新講習について選択必修領域等の導

入がなされたことに伴う県免許更新規則の様式の改正が必要となるが、平成28年4月1日施行で

あること，及びその他の改正についても他県状況を見ながら検討する必要があるため、平成27

年度末に改めて県免許更新規則の改正を行う予定である。

［第１号議案］

-8-



［第１号議案］

-9-



第
二
号
議
案

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
二
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

野

中

信

孝

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
を
「(

主
幹
司
書
等)

」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
主
任
学
校
司
書
、

学
校
司
書
及
び
学
校
司
書
補
」
を
「
主
幹
司
書
、
主
任
司
書
及
び
司
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
主
任

学
校
司
書
及
び
学
校
司
書
」
を
「
主
幹
司
書
及
び
主
任
司
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
学
校
司
書
補
」

を
「
司
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

県
立
学
校
と
県
立
図
書
館
と
の
間
で
司
書
の
人
事
異
動
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
補
職
名
が
異
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
県
立
学
校
の
司
書
の
補
職
名
を
県
立
図
書
館
の
司
書
の
補
職
名
に
合
わ
せ
た
い
の
で
提

案
す
る
。

［第２号議案］
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○

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
新
旧
対
照
表
（
案
）

改

正

案

現

行

第
一
条
〜
第
十
七
条(

略)

第
一
条
〜
第
十
七
条(

略)

（
主
幹
司
書
等
）

（
学
校
司
書
等
）

第
十
八
条

学
校
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
主
幹
司
書
、
主
任
司
書
及
び
司
書
を
置

第
十
八
条

学
校
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
主
任
学
校
司
書
、
学
校
司
書
及
び
学
校

く
。

司
書
補
を
置
く
。

２

主
幹
司
書
、
主
任
司
書
及
び
司
書
は
、
事
務
職
員
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て

２

主
任
学
校
司
書
、
学
校
司
書
及
び
学
校
司
書
補
は
、
事
務
職
員
を
も
つ
て
、

る
。

こ
れ
に
充
て
る
。

３

主
幹
司
書
及
び
主
任
司
書
は
、
上
司
の
監
督
を
受
け
、
学
校
図
書
館
事
務
そ

３

主
任
学
校
司
書
及
び
学
校
司
書
は
、
上
司
の
監
督
を
受
け
、
学
校
図
書
館
事

の
他
の
事
務
を
処
理
す
る
。

務
そ
の
他
の
事
務
を
処
理
す
る
。

４

司
書
は
、
上
司
の
監
督
を
受
け
、
学
校
図
書
館
事
務
そ
の
他
の
事
務
に
従
事

４

学
校
司
書
補
は
、
上
司
の
監
督
を
受
け
、
学
校
図
書
館
事
務
そ
の
他
の
事
務

す
る
。

に
従
事
す
る
。

第
十
九
条
〜
第
三
十
四
条(

略)

第
十
九
条
〜
第
三
十
四
条(

略)

［第２号議案］
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報
告
第
一
号

平
成
二
十
七
年
第
一
回
定
例
県
議
会
議
案
に
対
す
る
教
育
委
員
会
の
意
見
に
つ
い
て

大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
し
又
は
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
規
則

（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
紙
の
と
お
り

臨
時
に
代
理
し
処
分
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
二
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

野

中

信

孝

［資料＿報告①］
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平成２６年度大分県一般会計補正予算（第５号）関係部分

（単位：千円）

補正予算額 計

１０ 　教育費 ① 120,811,661 1,633 120,813,294

　　教   育   総   務   費 6,028,051 △ 72,844 5,955,207

　（福祉保健部
　　　　・生活環境部所管）

② 7,446,062 △ 6,472 7,439,590

小　　　　　　　計 13,474,113 △ 79,316 13,394,797

２ 　　小     学     校     費 42,049,697 △ 213,083 41,836,614

３ 　　中     学     校     費 24,559,649 115,494 24,675,143

４ 　　高   等   学   校   費 26,694,514 803,569 27,498,083

５ 　　特 別 支 援 教 育 費 9,882,756 △ 445,581 9,437,175

６
　　大　　　　 学 　　　　費
　（企画振興部
　　　　・福祉保健部所管）

③ 1,101,114 60,625 1,161,739

７ 　　社   会   教   育   費 2,033,704 △ 180,273 1,853,431

８     保   健   体   育   費 1,016,114 △ 59,802 956,312

１１ 　災害復旧費 ３
　　県  立  学  校  施  設
    災  害  復  旧  費

④ 0 4,346 4,346

112,264,485 △ 48,174 112,216,311

構成比 (10.8%) - (11.0%)

金　額 12,103,688    184,749 12,288,437

構成比 (89.2%) - (89.0%)

金　額 100,160,797   △ 232,923 99,927,874

＜参考＞

18.8% - 19.7%

595,683,975 △ 26,177,899 569,506,076

県予算額に占める教育委員会予算額の
割合

県　　予　　算　　額

平成２６年度３月補正予算　歳出

既決予算額

１

    う   ち   人　　件   費

項

教育委員会所管分計（①－②－③＋④）

　　う   ち   事　　業   費

款
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（部局名：教育委員会） （単位：千円）

2,644,142

＜△ 120,043＞

(2,524,099)

178,189

＜△ 89,992＞

(88,197)

0

＜4,346＞

(4,346)

平成２６年度一般会計３月補正予算案の概要（教育委員会関係）

事　業　名

既決予算額
＜補正予算案＞
（累計予算額）

補　正　要　求　の　概　要 所管課

教育財務課

　日田林工高校の大規模改造の入札残などに伴う減額
　・高校改革プラン分     　　  　△10,653
  ・大規模改造　　 　     　　　△118,969
　・非構造部材耐震対策    　　   △71,291
  ・その他（設計・地質調査など）   80,870

高等学校施設整備事業

県立学校施設災害復旧事業

　被災した県立学校施設の復旧に伴う増額
　・佐伯鶴城高校（佐伯市）

教育財務課

文化財発掘受託事業

1

2

　高速道路などの建設に伴う埋蔵文化財発掘調査の対象面積が、当初の
見込みを下回ったことなどに伴う減額
  ・国　土　交　通　省　　　　　△89,519
　・西日本高速道路(株)　　    　　　 822
　・大分県土地開発公社 　　　　　△1,295

3

文化課

新
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２ 大分地裁（第一審）判決の結果

（１）判 決 日 平成２７年２月２３日（月）

※控訴期間は、判決書の送達から２週間（２７年３月９日）以内

（民事訴訟法２８５条１項）

（２）判決の内容

ア 主 文

① 大分県教育委員会が、原告に対して、平成２０年９月８日付けでした〔採用取

消処分〕を取り消す。

※①については、処分庁である「大分県教育委員会」が訴訟当事者であり、控訴

する権限を有する。

（行政事件訴訟法１１条６項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

５６条）

② 被告は、原告に対し、金３３万円及びこれに対する平成２０年９月８日から支

払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

※②については、「大分県」が訴訟当事者であり、控訴する場合は、議会の議決

が必要（地方自治法９６条１項１２号）

イ 事実認定（加点の事実の認定）

・ 県教委が特定した加点操作前後の原告の得点と、鑑定人が特定したそれとは、

全て一致していることからすると、被告の特定作業とそれに基づき特定された

ファイルは信用できるものと推認でき、加点操作前後の原告の得点は、県教委

の調査結果のとおりであったと認めるのが相当である。

ウ 判決理由

① 県教委が違法であるとして取り消した本件採用決定の適法性

・ 地方公務員法(15条)が能力実証主義の原則を、特に任用について定めて

いるのは、優秀な人材を確保し、育成することで、地方公共団体の能率を

向上させ、ひいては住民福祉を増進するという目的に加え、猟官主義がも

たらす弊害に鑑み、情実に基づく人事を禁じることにある。

・ 原告やその親族等が、県教委幹部に対して、原告を合格させるために加

点を依頼したことを認めるに足る証拠はなく、原告の採用が情実に基づい

て行われたとはいえない。よって、本件採用決定(平20.4.1の採用処分)が、

地方公務員法15条に違反し違法なものであると評価することはできない。

・ 原告は、中学、高校の教諭１種免許を有しているから、原告の公立学校

の教員となるべき能力は、実証されているということができ、この点から

も、本件採用決定が能力実証主義に反するとはいえない。

・ 以上によれば、本件採用決定は適法にされたものと認められる。

② 国家賠償法上の違法性について

・ 県教委は、事実関係及び法律の解釈について、慎重に調査・検討すべき

義務がありながら、これを怠ったというべきである。

・ そうすると、県教委が本件取消処分を行ったことには、職務上通常尽く

すべき注意義務を尽くさなかった過失があり、本件取消処分を行ったこと

自体、国家賠償法上違法の評価を受けるというべきである。
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第３ 訴えの提起（控訴）について

１ 控訴をしようとする理由

（１）「判決理由」①〔本件採用決定の適法性〕に関して

・ 地方公務員法１５条は「職員の任用は、この法律の定めるところにより、

受験成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。」と明文で

規定しており、公務員の任用（採用）決定に当たっては、採用試験の成績に

基づいて行わなければならない。

・ 教育委員会では、教員採用選考試験の合否決定は、試験の成績順（合計得

点の順）に行っている。また、平成１４年度以降、受験者に、試験結果（合

計点及び試験科目ごとの得点）を開示しており、試験の点数以外の要素を加

味する余地はない。

・ 本件採用決定(平20.4.1の採用処分)を適法とする第一審判決の判断では、

能力の実証は教員免許を有していれば足りるとしており、任用試験制度の根

幹である能力実証主義を定める地方公務員法１５条の解釈として疑問があり、

控訴審において法律判断を求める必要性がある。

⇒ 「大分県教育委員会」が訴訟当事者であり、「控訴」を決定

（平成２７年３月２日）

（２）「判決理由」②〔国家賠償法上の違法性〕に関して

・ 教育委員会では、平成２０年７月に、「教育行政改革プロジェクトチーム」

を立ち上げ、行政機関として、事件の事実関係やその背景の調査を行った。

強制力のある調査権限を持たない行政機関としては自ずと限界がある中で、

その権限と責任の下に、できる限りの調査を実施し、その結果は調査報告書

として公表している。

・ さらには、教育委員会が本件採用決定が違法であるとして行った本件取消

処分の適法性自体について争いがあるところであり、控訴審の判断を求める

必要性がある。

⇒ 「大分県」が訴訟当事者であり、議会の議決が必要

２ 控訴の趣旨 （第６３号議案の第四項のとおり）

（１）原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。

（２）被控訴人の請求を棄却する。

（３）訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

３ 訴訟遂行の方針 （第６３号議案の第五項のとおり）

（１）福岡高等裁判所に控訴する。

（２）必要がある場合は、上告し、又は和解する。

以 上
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